
 

 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和８年３月２５日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

 

相模原市条例第１８号 

 

相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例 

相模原市街づくり活動推進条例(平成１７年相模原市条例第５８号)の一部を次の

ように改正する。 

第２条第３項中「もと」を「下」に改める。 

第１６条第３項中「相模原市中高層建築物の建築及び開発事業の紛争の調整等に

関する条例」を「相模原市中高層建築物の建築及び開発事業に係る紛争の調整等に

関する条例」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


